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字
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字
仏
木
一
五
二

、
一
五
七
八
、
一
六
四
二
、
一

口
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

の
指
定
施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に

平
成
二
十
五
年
十
一
月
八
日

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係

告定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

地
改
良
区
役
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届
出
（
農
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整
備

営
佐
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経
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整
備
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施
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要
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変
更
予
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保
安
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路
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指
定
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融
機
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指
定
代
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融
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（
会
計
課
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…
…
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…
…
…

週
火
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金
曜
日
発
行

二
の
二
、
一
五
二
二
の
三
、
一
五

六
四
四
か
ら
一
六
四
六
ま
で
、
一

百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の

変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

山
口
県
知

る
保
安
林
の
所
在
場
所

の
認
証
の
申
請
（
県
民
生
活
課
）
…
…

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

事
業
変
更
計
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縦
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（
農
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整
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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森
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整
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課
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…
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…
…
…

指
導
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
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名
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等
に

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

五
〇
、
一
五
七
五
、
一
五
七

六
四
七
の
一
、
一
六
四
七
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

事

山

本

繁
太
郎

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

課
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…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
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二
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す
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一
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改
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…
…
…
…
…
…
…
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…
二

平 成 年
月 日

（金曜日）

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を

町
村
森
林
整
備
計
画
で

３

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の

産
部
森
林
整
備
課
及
び
関
係
市

一
八
六
三
、
一
八
六
五
、
一

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

六
の
二
三
、
三
八
三
一
か
ら

九
二
か
ら
四
九
九
四
ま
で
、

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ

水
源
の
涵
養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

の
一
、
一
七
六
一
の
二
、
字

七
七
四
ま
で
、
字
仏
木
後
浴

谷
口
一
七
九
一
、
字
横
瀬
仏

の
八
ま
で
、
一
八
〇
〇
の
一

二
四
ま
で
、
字
仏
木
田
床
一

町
ノ
上
浴
一
八
〇
八
、
一
八

三
の
一
、
一
八
三
三
の
二
、

長
門
市
俵
山
字
畑
ノ
口
一

二
、
一
七
六
七
の
一
、
一
七

ま
で
、
一
七
八
七
の
一
、
一

七
の
二
〇
、
一
七
九
七
の
二

八
〇
〇
、
一
八
〇
一
、
一
八

の
一
、
一
八
二
二
の
二
、
一

七
四
八
の
一
、
一
七
五
一
の

ら
一
七
六
〇
の
三
ま
で
、
一

定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

は
、
定
め
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

八
六
七
、
一
八
六
九
、
一
八
七
〇

、
二
三
八
六
の
五
、
二
三
八
六
の

三
八
三
三
ま
で
、
四
九
八
三
、
四

五
〇
〇
五
、
五
〇
〇
五
の
一

た
目
的

仏
木
小
内
匠
左
り
一
七
六
五
の
一

左
一
七
八
一
、
一
七
八
二
、
一
七

木
一
七
九
八
の
一
、
一
七
九
八
の

〇
か
ら
一
八
〇
〇
の
一
五
ま
で
、

八
〇
二
、
一
八
〇
五
の
二
、
字
仏

〇
九
、
字
仏
木
祖
父
ケ
墓
ノ
浴
一

一
八
三
四
の
一
、
一
八
三
四
の
二

八
二
〇
、
一
八
二
三
、
二
九
九
六

六
九
の
一
、
一
七
七
〇
、
一
七
七

七
九
七
の
一
、
一
七
九
七
の
三
か

二
、
一
七
九
七
の
三
〇
か
ら
一
七

〇
一
の
一
、
一
八
一
二
、
一
八
一

八
二
三
、
一
八
二
六
か
ら
一
八
三

一
、
字
小
内
匠
館
ケ
浴
一
七
五
九

七
六
二
、
一
七
六
三
の
一
、
一
七

一

該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る

と
す
る
。

種面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

る
。
）

、
字
河
原
川
二
三
八
六
の
一
（
次

一
五
、
二
三
八
六
の
二
一
、
二
三

九
八
五
か
ら
四
九
八
九
ま
で
、
四

、
字
仏
木
後
浴
右
一
七
七
二
か
ら

八
四
の
一
、
一
七
八
六
、
字
仏
木

三
、
一
八
〇
〇
の
一
か
ら
一
八
〇

一
八
〇
〇
の
一
七
か
ら
一
八
〇
〇

木
大
町
ノ
上
一
八
〇
六
、
字
仏
木

八
一
一
、
字
仏
木
入
口
左
り
一
八

、
字
上
平
一
八
五
五
、
一
八
五
六

一
の
一
、
一
七
七
五
か
ら
一
七
八

ら
一
七
九
七
の
一
七
ま
で
、
一
七

九
七
の
四
二
ま
で
、
一
七
九
八
、

九
か
ら
一
八
二
二
ま
で
、
一
八
二

一
ま
で
、
三
〇
七
一
、
字
仏
木
右

、
字
小
内
匠
左
り
一
七
六
〇
の
一

六
四
、
字
小
内
匠
左
り
奥
一
七
六

市水 の八九 一杉〇の大三、 〇九一二一か一

告

示



平成 年 月 日 金曜日

柳地山
建

の
位そ

山 口

建
の
位そ

（定期）県 報

市
経

山

第 号

二三
井
市
柳
井
字
河
原
一
五
一
一
の
一
一
及

先口
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号

築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築

築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

の
関
係
図
面
は
、
柳
井
土
木
建
築

平
成
二
十
五
年
十
一
月
八
日

地

名

及

び

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、

済
観
光
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て

口
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号

長
門
市
油
谷
伊
上
字
浅
井
四
五
の

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。び

一
五
一
一
の
一
一
四
・
〇
四
・
二

第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第

事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に

第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第

事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に

山
口
県
知

番

地

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

縦
覧
に
供
す
る
。
）

一め
な
い
。

と
が
で
き
る
立
木
は
、
長
門
市

二
五
・
九
平
成
二
五
、

一
〇
、
二
二

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

供
す
る
。

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

供
す
る
。

事

山

本

繁
太
郎

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

指
定
年
月
日

水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
長
門

森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

名

称

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

及
び
山
口
県
宇
部
県
民
局
に
お

平
成
二
十
五
年
十
一
月
八

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

店
、
新
垢
田
代
理
店
、
向
井
町

公

（
三
八
二
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

山
口
県
告
示
第
四
百
三
十
七

指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理

三
年
山
口
県
告
示
第
九
百
三
十

日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
八

三
の
表
西
中
国
信
用
金
庫
の

平
成
二
十
五
年
十
一
月
八

地

名

及

下
松
市
西
柳
一
丁
目
一
五
四
三
の
一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
学
生

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

十
五
年
十
二
月
十
六
日
ま
で
の
間

い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

日

山
口

日活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

代
理
店
、
と
き
わ
代
理
店
、
通
津

告

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

号
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

日

山
口

項
中
「
新
垢
田
代
理
店
、
と
き
わ

日

山
口

び

番

地

幅（メ
ー
ト

及
び
一
五
四
三
の
一
地
先
四
・
〇
四耕

作
隊

あ
り
ま
し
た
。

、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

県
知
事

山

本

繁
太
郎

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
理
店
」
に
改
め
る
。

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

関
の
名
称
等
に
関
す
る
告
示
（
平

正
し
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十

県
知
事

山

本

繁
太
郎

代
理
店
」
を
「
シ
ー
モ
ー
ル
代

県
知
事

山

本

繁
太
郎

員ル）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

指
定
年
月
日

・
五

七
六
・
六
平
成
二
五
、

一
〇
、
二

二

課 の 成一理 一

公

告



平成

〃〃

年 月 日 金曜日

〃
二

下区〃〃〃

山 口 県

〃〃〃〃〃〃〃

（定期）報

一
下区〃

第 号

（
三土

改
良

〃〃 〃

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事

監
事
の

関
市
豊
北
町
土
地
改
良

理〃〃〃 〃〃〃〃〃監〃

平
成
二
十
五
年
十
一
月
八
日

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
監
事
の

関
市
豊
北
町
土
地
改
良

理〃

代

表

者

の

氏

名

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

宇

八
三
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名

藤
田

行

〃

豊

磯
部

静
波

〃

豊

中
山

清
文

〃

豊

別

氏

名

住

事

前
田

好
和

下
関
市
豊

松
冨

鐵
夫

〃

豊

田
村

昭
久

〃

豊

森
本

長
史

〃

豊

江
原

聰

〃

豊

二

古
野

廣
吉

〃

豊

中
村

光
夫

〃

豊

静
間

元

〃

豊

阿
立

和
美

〃

豊

事

内
田

重
嗣

〃

豊

市
村

又
一

〃

豊

山
口
県
知

別

氏

名

住

事

作
花

信
秋

下
関
市
豊

松
冨

鐵
夫

〃

豊

田
村

諭

部
市
大
字
今
富
二
五
番
地
の
一

名
及
び
住
所
の
届
出

第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第

及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し

北
町
大
字
神
田
上
七
八
三

北
町
大
字
滝
部
二
四
五
七
の
四

北
町
大
字
滝
部
二
六
一
五所

北
町
大
字
粟
野
四
二
六
〇
の
一

北
町
大
字
阿
川
四
四
八
〇

北
町
大
字
神
田
三
一
七
六

北
町
大
字
角
島
三
〇
〇
三

北
町
大
字
神
田
三
八
六
六
の
一

北
町
大
字
角
島
六
五
二
の
一

北
町
大
字
神
田
上
六
三
八
三

北
町
大
字
滝
部
一
八
三
〇

北
町
大
字
田
耕
三
九
三
八

北
町
大
字
粟
野
五
四
三
九
の
一

北
町
大
字
角
島
一
三
九
六

事

山

本

繁
太
郎所

北
町
大
字
粟
野
三
五
四
一

北
町
大
字
阿
川
四
四
八
〇

十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

た
。

労
働
条
件
の
改
善
の
要

二

日
時

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二

口
赤
十
字
病
院
労
働
組
合
か
ら

平
成
二
十
五
年
十
一
月
八

一

事
件年

末
一
時
金
の
要
求
に

諸
手
当
の
改
善
の
要
求

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村

雑

争
議
行
為
の
通
知

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

県
営
佐
田
地
区
経
営
体
育
成
基

準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第

平
成
二
十
五
年
十
一
月
八

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
佐
田
地
区
経
営
体
育

二

縦
覧
の
期
間

〃〃〃
（
三
八
四
）
県
営
佐
田
地
区
経

求
に
関
す
る
件

十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三

、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う

日

山
口

関
す
る
件

に
関
す
る
件

一
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
日
ま
で

整
備
課

報

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

盤
整
備
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更

五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

日

山
口

成
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の

〃

釣
井

正
明

〃

監

事

江
原

聰

〃二

〃

金
田

建
毅

〃

営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
変
更
計

三

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

県
知
事

山

本

繁
太
郎

七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い

り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

山

本

繁
太
郎

写
し 豊

北
町
大
字
田
耕
六
九
五
三

豊
北
町
大
字
神
田
三
八
六
六
の

豊
北
町
大
字
北
宇
賀
一
一
七
二

画
書
の
縦
覧

山 、て 一

雑

報
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三
す

四
十
五
年
十
一
月
八
日
印
刷

十
五
年
十
一
月
八
日
発
行

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日
以

場
所

総
合
病
院
山
口
赤
十
字
病
院
に
お

る
全
職
場

概
要

あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
実
施

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

降
本
問
題
の
解
決
に
至
る
ま
で

い
て
山
口
赤
十
字
病
院
労
働
組

す
る
。

庁事
の
期
間

合
に
所
属
す
る
組
合
員
が
従
事

四


